
江
戸
の
信
家
鎮
愛
好
家

は

ち

だ

ゆ

う

　

と

も

か

た

中
村
八
大
夫
知
剛
の
職
歴
、
仕
事
ぶ
り

し

よ

う

じ

や

ひ

つ

め

つ

―

信
家

「題
目

・
生
者
必
滅
」
鑽

―

(表)南無妙法蓮華経 (題目)

(裏)生滅者必 (生者必滅 )

．
『中
村
覚
太
夫
信
家
鍾
集
』
に

所
載
の

「題
目

ｏ
生
者
必
滅
」
鎮

い
る
。

こ
の
鎮
に
関
し
て
、
記
述
し
た
い
こ
と
は
多
く
あ
る
が
、
今
回
は
江

戸
時
代
の
信
家
領
愛
好
家
中
村
八
大
夫
知
剛
に
つ
い
て
新
た
に
見
つ
け

た
資
料
を
紹
介
し
て
、
八
大
夫
の
職
歴
を
詳
述
し
た
い
。

２
．
中
村
八
大
夫
が
登
場
す
る
資
料

（１
）
行
徳

（市
川
市
）
の
代
官

ぎ

よ

う

と

く

『行
徳
物
語
』
（宮
崎
長
蔵

・
綿
貫
喜
郎
著
）
と
い
う
千
葉
県
市
川
市

の
行
徳
地
区
の
歴
史
を
記
述
し
た
本
に
中
村
八
大
夫
の
名
前
を
見
つ
け

た
。ち

な
み
に
行
徳
は
江
戸
に
転
封
さ
れ
た
徳
川
軍
団
、
後
に
は
百
万
都

市
に
な

っ
た
江
戸
住
民
に
不
可
欠
な
塩
を
供
給
し
た
大
切
な
地
で
天
領

（幕
府
直
轄
地
）
に
な

っ
て
い
る
。
塩
は
船
で
運
ぶ
の
だ
が
、
近
距
離

に
も
関
わ
ら
ず
、　
遠
浅
の
江
戸
湾
で
の
座
礁
を
避
け
て
荒
天
時
の
運

釧湘袢
翔
嘲
趾
鍮
饒

の
道
を
設
け
て
い
る
。

こ
の
行
徳
領
の
代
々
の
代
官
の
氏
名
が

『千
葉
縣
東
葛
飾
郡
誌
』
に

収
録
さ
れ
た

「田
尻
村
誌

（行
徳
に
隣
接
す
る
村
と

か
ら
引
用

・
列

日発行 )

こ
の
鎮
は

『中
村
覚
太
夫
信
家
鎮
集
』
（秋
山
久
作
註
、大
正
１５
年
刊
二
血― 隔月刊「刀和」第 398号 令和 5
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挙
さ
れ
て
お
り
、
文
化
２
～
３
年

（
一
八
〇
五
～

一
八
〇
六
）
に
中
村
八
大
夫
の
名
が
掲
載

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（２
）
江
戸
幕
府
の
代
官
職
と
は

代
官
は
勘
定
奉
行
の
配
下
と
し
て
、
天
領

（幕
府
領
）
や
少
禄
の
旗
本
領
の
年
貢
徴
収
か

ら
民
政
、
司
法
、
治
安
な
ど
の
地
方
行
政
に
関
す
る

一
切
の
権
限
を
持

っ
て
い
た
。
担
当
地

域
の
河
川
改
修
、
築
堤
な
ど
も
業
務
で
あ

っ
た
。
関
東
地
方
は
、
寛
政
４

（
一
七
九
二
）
年

以
降
は
関
東
郡
代
伊
那
氏
の
世
襲
か
ら
、
勘
定
方
の
有
能
な
人
材
が
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
時
代
劇
で
は
代
官
と
言
う
と
悪
役
が
多
い
が
、
民
心
が
離
れ
て
は
勤
ま
ら
な
い
職
で
あ

る
。
天
領

・
旗
本
領
が
多
い
関
東
は
５
つ
の
地
域
に
分
け
て
代
官
が
任
命
さ
れ
、
そ
の
上
に

関
東
郡
代

（支
配
地
１０
万
石
以
上
）
が
い
る
体
制

（時
代
に
よ

っ
て
小
異
が
あ
る
）
で
あ

っ
た
。

関
東
の
代
官
は
江
戸
定
府

（普
段
は
任
地
に
出
向
か
ず
江
戸
で
勤
務
）
で
馬
喰
町
に
屋
敷
が

あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
行
徳
領
を
納
め
た
代
官
と
は
、
下
総
国
を
含
む
地
域
の
代
官
で
あ
る
。

（３
）
代
官
中
村
八
大
夫
の
記
事

引
用
元
で
あ
る

『千
葉
縣
東
葛
飾
郡
誌
』
ま
で
遡

っ
て
紐
解
く
と
、
「塩
業
の
沿
革
」
に
、

次
の
よ
う
な
漢
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「享
和
三

（成
）
同
三

（亥
）
年
　
中
村
八
大
夫
様
、
御
支
配
の
瑚
、音
回
波
に
て
塩
浜
囲
堤
、

大
破
に
及
び
　
村
々
難
儀

つ
か
ま
つ
り
候
に
つ
き
、
其
の
段
　
お
願
い
奉
り
申
し
上
げ
候
と

こ
ろ
　
が
」
理
解
の
上
、
…

∧

以
下
略

Ｖ
」
か
ら
始
ま
る
漢
文
で
、
返
り
点
も
無
く
、
欠
字

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
難
し
い
文
で
あ
り
、
専
門
家
の
お
知
恵
も
拝
借

し
た
。
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

①
　
享
和
２
、
３

（
一
八
〇
二
、　
一
八
〇
三
）
年
、
代
官
中
村
八
大
夫
様
の
御
支
配
の
時
、

塩
浜
の
囲
い
が
壊
れ
て
皆
が
難
儀
し
て
い
る
と
訴
え
る
と
理
解
を
示
さ
れ
る
。

②
　
ン」
れ
ま
で
は
、
命
じ
ら
れ
て
自
普
請

（村
で
修
繕
）
を
し
て
き
た
が
、
今
回
は
指
示
が

無
く
、
容
易
に
命
令
で
き
な
い
と
言
わ
れ
、
仕
方
な
く
自
普
請
を
す
る
こ
と
に
し
た
が
、

塩
浜
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
大
破
し
て
お
り
、
塩
焼
き
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
お

願
い
し
た
と
こ
ろ
、
翌
年
に
普
請
が
認
め
ら
れ
た
。

③
　
そ
の
後
４
年
の
間
、
風
害
が
あ
る
と
村
で
修
繕
し
て
い
た
。
文
化
５
年
に
塩
浜
囲
堤
が

大
破
し
、
塩
づ
く
り
の
全
て
が
出
来
な
く
な

っ
た
の
で
普
請
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
翌

年
の
関
東
の
川
普
請
事
業
の
中
に
織
り
込
ん
で
も
ら

っ
た
。

④

（し
か
し
、
）
加
え
て
大
破
し
た
際
に
普
請
と
対
応
を
お
願
い
し
た
が
指
示
が
無
く
、
塩

焼
き
百
姓
た
ち
は
難
儀
し
て
い
る
。

塩
田
は
東
京
湾
に
面
し
て
お
り
、
し
か
も
江
戸
川
の
河
口
で
あ
り
、
度
々
、
大
雨
や
大

風
で
壊
れ
て
い
る
。
代
官
中
村
八
大
夫
は
、
製
塩
業
者
の
要
望
を
聞
き
、
実
情
を
理
解
し

な
が
ら
も
、
幕
府
の
財
政
事
情
を
加
味
し
て
、
自
助
努
力
を
促
し
た
り
、
本
来
の
使
途
と

は
違
う
川
普
請
の
予
算
を
工
面
し
て
修
繕
し
た
り
し
て
い
る
状
況
が
理
解
で
き
る
。
ち
な

み
に
行
徳
の
塩
田
は
大
正
８
年
に
強
烈
な
台
風

（風
速
４３
ｍ
）
で
気
圧
が
低
下
し
て
海
面

が
上
が
り
、
加
え
て
満
潮
が
重
な
り
、
３
ｍ
の
大
津
波

（行
徳
地
区
を
越
え
て
Ｊ
Ｒ
総
武

線
の
鉄
道
土
手
に
至
る
）
に
襲
わ
れ
て
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
。

３
．
中
村

八
大
夫
知
剛

の
経

歴

中
村
八
大
夫
の
経
歴
に
関
し
て
は
、
秋
山
久
作
、
川
口
砂
、
小
窪
健

一
な
ど
の
研
究
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
『寛
政
重
修
家
譜

（二
十
二
巻
こ

‥
・以
降
の
本
文
中

の
出
典
表
記
は

『家
譜
』
、
『徳
川
幕
府
全
代
官
　
人
名
辞
典
』
（村
上
直
、
和
泉
清
司
、

佐
藤
孝
之
、
西
沢
淳
男
　
著
）
…
出
典
表
記
は

『代
官
名
』
な
ど
の
信
頼
度
が
高
い
資
料

か
ら
箇
条
書
き
に
紹
介
し
た
い
。

①
　
中
村
家
は
徳
川
家
康
が
本
能
寺
の
変
後
に
伊
賀
越
で
二
河
に
戻
っ
た
時
に
案
内
し

た
先
祖
を
持
つ
。
そ
の
子
が
慶
長
５
２

六
〇
〇
）年
に
御
家
人
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
、

服
部
半
蔵
正
就
の
手
に
属
し
、
後
に
御
持
弓
組
同
心
を
勤
め
て
、
以
降
三
代
連
綿
し
て

祖
父

知
良
に
至
り
、勘
定
方
に
な
り
、
父

知
香
も
勘
定
方
で
あ
っ
た
。
名
家
譜
』
よ
り
）

②
　
八
大
夫
は
延
享
４

（
一
七
四
七
）
年
～
天
保
１４

（
一
八
咽
鷹
）
年
の
９７
歳
の
長
寿

を
全
う
す
る
。
通
称
鉄
太
郎

・
八
大
夫
。
妻
は
朝
岡
城
宣
の
女
。
当
初
の
禄
高
は
３０
俵

３
人
扶
持
の
軽
輩
で
あ
っ
た
。
亀
代
官
名
』
よ
り
）

③
　
明
和
６

（
一
七
六
九
）
年
に
勘
定
方
に
列
し
、
安
永
４

（
一
七
七
五
）
年
に
関
東
、

じ

ふ

く

甲
斐
国
、
東
海
道
の
川
普
請
を
務
め
る
。
時
服
２
領
、
黄
金
２
枚
を
給
う
。
同
年
に
父

の
逝
去
で
家
督
を
継
ぐ
。
時
に
２９
歳
。
こ
の
後
も
東
海
道
及
び
関
東
の
川
々
の
普
請
の

こ
と
で
も
の

（褒
美
）
を
給
う
。
寛
政
５

（
一
七
九
二
）
年
に
は
東
海
道
の
川
々
の
普

請
で
な
お
ざ
り
の
こ
と
が
あ

っ
て

一
ヶ
月
ほ
ど
出
仕
を
止
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

電
家
譜
』
よ
り
）

④
　
寛
政
Ｈ

（
一
七
九
九
）
年
末
に
勘
定
奉
行
兼
帯
関
東
郡
代
付
代
官

（関
東
郡
代
の
下
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に
地
域
分
け
さ
れ
た
代
官
５
名
の
内
の

一
人
）
と
な
る
。
亀
代
官
名
』
よ
り
）

ぞ

う

ち

⑤
　
文
化
３

（
一
八
〇
六
）
年
に
２
万
石
の
増
地

（代
官
と
し
て
の
支
配
地
が
増
え
る
）

の
上
、場
所
替
で
甲
斐
国
市
川
代
官
（山
梨
県
の
南
西
部
が
管
轄
で
７
～
９
万
石
）
と
な
る
。

名
代
官
名
』
よ
り
）

⑥
　
文
化
Ｈ

（
一
八

一
四
）
年
に
馬
喰
町
御
用
屋
敷
詰
代
官
三
席

（馬
喰
町
に
役
所
屋
敷
が

あ
り
、
代
官
の
席
次
が
上
が
る
）
と
な
り
、
一房
川
渡
中
田
関
所

（日
光
街
道

・
奥
州
街
道

の
抑
え
と
し
て
、
栗
橋
宿
か
ら
中
田
宿
の
間
の
利
根
川
岸
に
設
け
ら
れ
た
関
所
。
通
称
は

栗
橋
関
所
）
を
管
轄
し
、
役
料
２０
人
扶
持
を
給
さ
れ
る
。
電
代
官
名
』
よ
り
）

⑦
　
文
化
１３

（
一
八

一
六
）
年
に
１
万
石
増
地
。
鳥
代
官
名
』
よ
り
）

③
　
文
政
６

（
一
八
二
三
）
年
に
馬
喰
町
詰
代
官
筆
頭
と
な
り
Ю
万
石
高
に
増
地
。
貸
付
役

所

（公
金
を
民
に
貸
し
付
け
る
役
所
）
を
統
括
、
千
住

・
品
川
貫
目
改
所

（街
道
往
来
の

荷
物
の
重
さ
の
検
査
所
）
を
管
轄
し
、役
料
３
０
０
俵
２０
人
扶
持
を
給
さ
れ
る
。
（
『代
官
名
』

よ
り
）

⑨
　
文
政
７

（
一
八
二
四
）
年
に
家
禄
１
０
０
俵
高

（役
料
と
異
な
り
世
襲
）
に
加
増
。
亀
代

官
名
』
よ
り
）

⑩
　
文
政
８

（
一
八
二
五
）
年
に
布
衣

（衣
服
の
様
式
だ
が
、
転
じ
て
着
用
で
き
る
六
位
相

当
の
身
分
）
を
許
さ
れ
る
。
亀
代
官
名
』
よ
り
）

①

天
保
１２

（
一
八
四

一
）
年
の
支
配
高
は
武
蔵

。
相
模
国
で
１３
万
５
６
０
０
石
で
あ

る
。
同
年
Ｈ
月
に
二
の
丸
留
守
居

（役
高
７
０
０
石
で
、
実
質
は
長
年
勤
仕
の
旗
本

へ
の

名
誉
職
）
に
転
じ
る
。
鳥
代
官
名
』
よ
り
）

⑫
　
天
保
１４

（
一
八
四
三
）
年
死
去
。

９７
歳
。
電
代
官
名
』
よ
り
）

⑬
　
居
屋
敷
　
小
石
川
御
門
内
４
１
５
坪
。
拝
領
屋
敷
　
麻
布
仙
台
坂
下
２
２
０
坪
　
（
『寛

政
譜
以
降
　
旗
本
家
百
科
事
典
　
第
４
巻
』
小
川
恭

一
編
著
よ
り
）

ち
な
み
に
毎
年
発
刊
さ
れ
る

『武
鑑
』
（民
間
の
出
版
業
者
が
毎
年
発
刊
す
る
紳
士
録
の

よ
う
な
も
の
、
武
家
と
取
引
を
す
る
商
人
に
は
必
須
資
料
）
を
ま
と
め
た

『江
戸
幕
府
役
職

武
鑑
編
年
集
成
』
（深
井
雅
海
、
藤
実
久
美
子
編
）
で
丹
念
に
調
べ
て
い
く
と
、
次
の
よ
う

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

①
　
享
和
２
～
文
化
１
２

（
一
八
〇
二
～

一
八

一
五
）
年
に

「諸
国
御
代
官
」
の
項
に

「郡

代
附
武
蔵
下
総
」
担
当

②
　
文
化
１３
～
文
政
８

（
一
八

一
六
～
一
八
二
五
）
年
に
は
上
総
も
加
わ
っ
て

「武
蔵
上
総

下
総
」
の
代
官

③
　
文
政
９

（
一
八
二
六
）
年
に
は

『武
鑑
』
の
文
字
が
大
き
く
な
っ
て
、
武
蔵

。
相
模
の

郡
代
で
布
衣
身
分
で
役
料
３
０
０
俵
３０
人
扶
持
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
。

な
お

『武
鑑
』
記
載
の
家
禄
は
文
政
９

（
一
八
二
六
）
年
に
３０
俵
３
人
扶
持
か
ら
１
０
０

俵
に
な
り
、
文
政
１３

（
一
八
三
〇
）
年
に
１
５
０
俵
、
天
保
８

（
一
八
三
七
）
年
以
降
は

２
０
０
俵
と
記
さ
れ
て
い
て
、
公
式
の
記
録
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

４
．
甲
斐
国
市
川
代
官
の
中
村
八
大
夫
と
名
取
家

甲
斐
国
は
享
保
９

（
一
七
二
四
）
年
に
幕
府
直
轄
領
に
な
る
と
甲
府
、
市
川
、
石
和
に
代

官
所
が
置
か
れ
る
。
『武
鑑
』
に
は

「甲
斐
」
と
し
て
の
代
官
氏
名
の
所
載
は
あ
る
が
、
甲

斐
市
川
代
官

（山
梨
県
南
西
部
を
支
配
）
の
職
名
所
載
は
無
く
、中
村
八
大
夫
が
文
化
３

（
一

八
〇
六
）
年
に
甲
斐
国
市
川
代
官
と
な
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。

戦
前
に
、
細
川
侯
爵
家
所
蔵
の
信
家
鎮
の
包
み
紙
に

「東
都
中
村
知
剛
所
得
信
家
名
鐸
四

枚
の
内
　
春
秋
模
様
　
文
化
十

一
年
成
年
二
月
　
伝
来
甲
府
名
取
忠
良
秘
蔵
」
と
あ
る
の
が

発
見
さ
れ
、
こ
の
記
載
に
よ
っ
て
中
村
覚
太
夫
で
は
な
く
、
中
村
八
大
夫
知
剛
で
あ
る
こ
と

の
立
証
に
も
役
に
立

っ
た
の
だ
が
、
こ
の
信
家
は
八
大
夫
が
甲
斐
国
市
川
代
官
に
な
っ
た
時

代
に
、
入
手
し
た
も
の
が
細
川
家
に
渡

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
「信
家
鍾

（１９
と

（伊
藤
満
著

「刀
和
」
１
７
６
号
）
に
、
昭
和
１６
年
に
雑
誌

「鎮
」

で
発
表
さ
れ
た

「名
取
家
と
覚
太
夫
」
（川
口
陵
著
）
の
内
容
が
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
現
在
で
は
誤
り
と
判
明
し
て
い
る
こ
と
や
、
確
認
で
き
な
い
内
容
も
あ
る
が
、
興
味

深
い
内
容
で
あ
る
。

①
　
名
取
家
は
甲
府
の
名
家
で
、
代
々
、
城
代
の
勘
定
方

（？
）
で
、
中
村
八
大
夫
は
関
東

郡
代
勘
定
奉
行

（誤
）
で
あ
り
、懇
意
で
あ

っ
た
。
（こ
の
項
目
は
疑
問
点
、
誤
り
が
あ
る
）

②
　
八
大
夫
を
介
し
て
刀
剣
や
信
家
鎮
を
購
入
し
て
い
た
。

③
　
名
取
家
に
は
信
家
鎮
６
枚
と
名
刀
が
あ
り
、
内
２
枚
は

「中
村
覚
太
夫
信
家
鎮
集
」
の

２９
図
と
１
３
７
図
で
あ
る
。

④
　
名
取
忠
良
は
ま
ち
が
い
で
、
忠
貞
で
あ
る
。

⑤
　
中
村
覚
太
夫
は
中
村
八
大
夫
知
剛
の
こ
と
で
、麻
布
の
福
泉
寺
に
墓
所
が
あ
る
。
（事
実
）

⑥
　
名
取
家
に
は
八
大
夫
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
鎮
や
刀
剣
の
押
形
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
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⑦
　
「信
家
鎮
集
」
の
包
み
紙
に
自
筆
で

「覚
太
夫
」
と
記
し
て
あ
る
の
で
、
覚
太
夫
と
も

名
乗

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
（自
筆
？
）

③
　
知
剛
の
妻
方
の
朝
岡
家
に
は
有
名
な
刀
剣
鑑
定
家
が
い
た
。

名
取
家
は
『山
梨
県
史
　
通
史
編
４
』
の
第
９
章
「甲
府
の
商
工
業
と
仲
間
」
の

一
節
に
「和

泉
屋
作
右
衛
門
」
と
項
が
立
て
ら
れ
て
記
載
さ
れ
る
ほ
ど
の
豪
商
で
あ
る
。
甲
府
山
田
町
に

所
在
し
、
呉
服

（絹
織
物
）、
太
物

（綿
や
麻
の
織
物
）
な
ど
を
商
い
、
宝
暦
３

（
一
七
五
三
）

年
か
ら
両
替
屋
を
兼
業
。
文
政
３

（
一
八
二
〇
）
年
に
は
甲
府
勤
番
役
所
の
札
差
に
な

っ
た

こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
当
然
に
名
字
帯
刀
を
許
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「山
梨
県
歴
史
文
学
館
　
山
口
素
堂
と
と
も
に
」
と
い
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ
ト

に
あ
る

「山
梨
家
の
偉
人
　
名
取
忠
愛
家
の
祖
は
北
杜
市
長
坂
町
」
と
言
う
記
事
に
、
四
代

名
取
忠
貞

（川
口
陵
は
忠
良
と
同
人
説
）
は
八
大
夫
と
同
時
代
の
文
化

。
文
政

。
天
保
に
か

け
て
活
躍
し
、
平
田
篤
胤
と
も
親
交
が
あ
る
文
化
人
で
、
か
つ
豪
商
気
質
の
人
で
、
加
え
て

き
ょ
つヽ
こ
つヽ
へ
，々
菫ヽ
い
じ

天
保
の
飢
饉
時
に
私
財
四
千
両
を
拠
出
し
て
甲
府
城
内
に
清
水
御
蔵
を
建
て
、
凶
荒
変
災
時

の
窮
民
の
救
済
に
そ
な
え
た
人
物
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

子
孫
の
名
取
忠
愛
は
甲
府
市
の
十
代
目
市
長
、
名
取
忠
彦
は
山
梨
中
央
銀
行
頭
取
を
務
め
、

「忠
」
を
名
乗
り
の
通
字
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

山
梨
中
銀
金
融
資
料
館
に
は
名
取
家
文
書
が
保
管
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ

ら
史
料
を
読
み
解
く
と
新
し
い
発
見
も
期
待
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ

り
に

中
村
八
大
夫
の
幕
府
役
人
と
し
て
の
生
涯
を
簡
約
す
る
と
、
父
の
跡
を
継
い
で
、
勘
定
方

と
し
て
、
関
東
の
川
普
請
に
も
関
与
し
て
褒
美
を
も
ら
う
ほ
ど
の
業
績
を
上
げ
、
関
東
の
代

官
の
筆
頭
に
ま
で
出
世
し
、

３０
俵
３
人
扶
持
の
家
禄
を
１
０
０
俵
（役
料
は
別
）
に
引
き
上
げ
、

幕
府
で
「重
き
御
役
人
」
と
も
呼
ば
れ
る
「布
衣
」
身
分
に
上
り
詰
め
た
有
能
な
人
物
で
あ
る
。

仕
事
に
お
い
て
は
、
民
の
声
に
耳
を
傾
け
、
自
分
の
権
限
の
中
で
対
応
で
き
る
こ
と
は
融

通
を
利
か
せ
ら
れ
る
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

業
務
外
の
趣
味
の
こ
と
で
の
人
柄
が
わ
か
る
資
料
も
集
め
た
が
、
紙
幅
の
関
係
で
割
愛
す

る
。


